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令和元年度 第２回三条市こども未来委員会会議録（概要） 

日 時 令和元年７月 23日（火）午後１時 30分～３時 30分 

場 所 三条市役所栄庁舎３階 大会議室 

出席者 

検討委員：真壁委員長、大谷副委員長、大竹委員、近藤由紀子委員、

近藤美雪委員、堀委員、小嶋委員、本間委員 

欠席委員：鈴木委員、桑原委員、圡田委員、西澤委員、小林委員、外

山委員 

事 務 局：遠藤教育部長、栗林子育て支援課長、小島課長補佐、石黒

係長、坂井係長、熊倉主事、宮越主事、須佐主事 

傍聴者及び取材者：三條新聞、越後ジャーナル 

委  員  会  内  容 

真壁委員長 

 

 

 

 

 

 

遠藤部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、定刻となりましたので、これから令和元年度第２回三条

市こども未来委員会を開催させていただきます。 

本日は大変お忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとう

ございます。会議の終了は概ね３時半頃を考えておりますので、皆様

御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

それでは、教育部長さんから御挨拶をお願いします。 

 

皆様こんにちは。今年度４月から教育部長を努めさせていただいて

おります、遠藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日はお忙しい中、令和元年度第２回三条市こども未来委員会にお

集まりをいただきまして誠にありがとうございます。 

本来であれば、先般第１回の会議に出席いたしまして御挨拶をさせ

ていただくところでございましたが、急遽欠席となりましたことに対

しまして、まずもってお詫びを申し上げます。 

すまいる子ども・若者プランにつきましては、今年度が計画期間の

最終年度であります。本日は、次期プランの策定に向けて、まずはこ

れまでの５年間の振り返りをさせていただきたいと考えております。

様々な取組の進捗状況にあたりましては、毎年度皆様から御意見を頂

戴し進めてきたところでありますが、まずは５年間の取組状況につき

まして資料としてまとめさせていただきましたので、そのことについ

てまずは御説明をさせていただきたいと考えております。 

また、２点目としまして、昨年度実施いたしました、次期すまいる

子ども・若者プランの策定に向けた子ども・子育て支援に関するアン

ケート調査につきまして、その結果について御説明をさせていただき

たいと考えております。 

本日は、この２点につきまして御審議をお願いしたいと考えており

ますけれども、資料が多いこともございますし、大変申し訳なかった

ですが資料の発送が遅れたこともございますので、お気づきの点等ご

ざいましたら、この会議の後でも構いませんので、御意見等頂戴でき

ればと考えております。 

本日は皆様方から忌憚のない御意見を頂戴したいと考えております



 2 
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真壁委員長 

 

 

 

 

栗林課長 

 

 

 

 

 

 

 

ので、最後までどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

ありがとうございました。それでは、出席者数、資料の確認等につ

いて事務局よりお願いします。 

 

皆さんこんにちは。子育て支援課課長補佐の小島と申します。私の

方から説明させていただきたいと思います。 

本日の出席者数でございますが、委員 14名中９名出席のところ、現

時点で７名の出席をいただいております。三条市こども未来委員会条

例第６条第２項の規定にあります半数以上の委員の出席がございます

ので、本委員会は成立しております。 

次に、会議資料の御確認をお願いいたします。本日お配りいたしま

した資料は、 

・「第２回三条市こども未来委員会次第」 

・「令和元年度三条市こども未来委員会委員名簿」及び裏面に「座席表」 

・「Ⅵ．調査結果のまとめと考察」でございます。 

なお、事前に配布させていただきましたアンケート調査の調査結果

の目次の最後に、「Ⅵ．調査結果のまとめと考察は別冊として当日配布

します。」と記載されていますが、こちらが今ほど確認させていただき

ました「Ⅵ．調査結果のまとめと考察」でございます。 

なお、アンケート調査結果の目次のページ数と、本日配布いたしま

した「Ⅵ．調査結果のまとめと考察」の項目やページ番号数に差異が

ございます。説明に当たりましては、別冊の「Ⅵ．調査結果のまとめ

と考察」に基づいて行いますのでよろしくお願いいたします。 

それから、先日送付させていただきましたアンケート調査結果と「す

まいる子ども・若者プラン 新規・拡充の取組進捗状況一覧」につい

ては、お持ちいただくようお願いしておりましたが、皆様お持ちいた

だけましたでしょうか。 

資料についての確認は以上でございます。 

 

ありがとうございました。では早速議題に入らせていただきたいと

思います。 

まず、議題（１）の「すまいる子ども・若者プラン新規・拡充の取

組の進捗状況について」を、事務局より説明をお願いします。 

 

子育て支援課長の栗林でございます。よろしくお願いいたします。

私の方から資料につきまして御説明をさせていただきます。着座にて

説明させていただきます。 

すまいる子ども・若者プランの進捗管理を毎年度皆様方からお願い

をしていたところでございますが、その様式を用いて５年間の取組状

況をあらためてまとめさせていただきました。また、その中でも継続

の取組がございましたが、これは継続ということですので、あらため

て新規と拡充のみに特化してまとめさせていただいたものでございま
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す。 

まず、大きなプロジェクトのⅠ 子育てと仕事の両立プロジェクト

でございます。施策の１、多様なニーズに対応した保育環境等の充実

でございます。この中の１つ目の取組が、３歳未満児の保育の拡充と

いうものでございました。これにつきましては、平成 27年度から平成

31 年度までの５年間で、まずは平成 27 年度に聖母こども園が認定こ

ども園という新たな制度の中で開園されたところでございます。また、

平成 30年度のところを御覧いただきますと、松葉幼稚園が同じく認定

こども園となったところでございます。これによりまして、認定こど

も園としては、３歳未満児の定員が 51 人増えたということになりま

す。また、下段の方になりますけれども、保育所の関係ですが、平成

27年度には、統合・移転改築によりまして、大島児童館を統合した須

頃保育所を新たに開所したところでございます。また、平成 29年度に

は移転改築によりまして嵐南保育所を開所いたしました。平成 30 年

度、昨年度になりますけれども、旭保育所と裏館保育所を統合いたし

まして、移転改築し、新たな裏館保育所を開所したところでございま

す。 

これらの公立保育所の統合・移転改築等によりまして、保育所とし

て３歳未満児の定員が 75人分増となったところであります。また、地

域型保育といたしまして平成 28 年度に新潟県済生会三条病院附属保

育園たんぽぽが開園したところでありますけれども、これによりまし

て地域型保育の３歳未満児の定員が 50 人分増となったところであり

ます。今ほど私の方で申し上げました数字につきましては、備考欄に

記載をさせていただいております。 

次に取組の２つ目であります、病児・病後児保育の実施であります。

これにつきましては、平成 28年度に新潟県済生会三条病院附属保育園

たんぽぽ内に、病児・病後児保育ルームなのはなを開設したところで

あります。１日あたりの定員は 10 人分の増となったところでありま

す。 

次に取組の３つ目、一時預かりの拡充ということであります。これ

につきましては、当初、認定こども園や幼稚園での一時預かりを想定

していたところでありますけれども、この制度によるものではなく、

私学助成による預かり保育の実施という形で今のところは実施してお

りますので、この事業としては未実施ということであります。 

４つ目の取組、休日一時保育の拡充であります。これにつきまして

は、嵐北地区に旧一ノ木戸小学校の体育館でございますけれども、平

成 28年度にあそぼってを開設いたしました。このあそぼっての中にお

きまして休日一時保育を開始いたしました。これによりまして、一日

あたりの定員が５人分増となりました。 

次に取組の５つ目、ファミリー・サポート・センター事業の実施で

あります。これは、提供会員と利用会員をもって事業が成り立つもの

であります。また、その両者をマッチングさせる機能を持つのがこの

事業になります。これにつきましては今期において実施をするという
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ことになっておりましたけれども、他市の状況を見る中で、この事業

が徐々に下火になってきている状況であること、三条市においては、

民間の団体がいくつかございまして、それぞれの活動が進んでいると

いう中で、現時点では未実施としているものであります。 

次に２ページをお願いいたします。施策の２、子どもの放課後等の

居場所の確保であります。取組の１つ目として、児童クラブの充実で

あります。児童クラブにつきましては、平成 27年度に、それまで学校

内の１室で行っていた井栗児童クラブを、学校の建物の外に専用施設

として開設をしたものであります。また、平成 29年度にはいちい児童

クラブを、それまで児童クラブが１つだった栄地区に新たに開設した

ものであります。建物自体は栄保健センターの中で実施をしているも

のでございます。また、平成 30年度には大崎と松ノ木の児童クラブを

統合し、新たに開校となりました大崎学園の中に整備をしたものでご

ざいます。また、今ほど申し上げましたのは開設状況でございますが、

利用対象について、平成 29年度にそれまで１年生から３年生までとし

ていたものを４年生まで拡充したものであります。なお、５、６年生

につきましては、個別の事情によって、必要な方に利用していただい

ております。児童クラブの設置の状況、利用人数については備考欄に

記載をさせていただいたとおりでございます。 

次の（仮称）新放課後子どもプランの策定でございます。これは子

どもの放課後の安全な過ごし方というものでございますが、一つは児

童クラブがありますけれども、それ以外に、フリーに過ごせるような

場所の設置を考えたものでございます。今年度から放課後の居場所と

して学校施設の一部を開放し実施を始めたところであります。 

３つ目の取組といたしまして、地域における子どもの居場所の創出

でありますが、これは平成 28年度から公民館を開放し、勉強の場であ

ったり遊びの場であったりということで、４つの公民館の開放を実施

しているところであります。 

施策の３、男性の家事、子育て参加の促進であります。取組の１つ

目、男性向け実践プログラムの実施であります。平成 27年度以降、ク

ッキング等の講座を実施してきたところでありますけれども、平成 27

年度から平成 30年度までは３回、２回、１回、１回という形で実施し

ておりました。平成 31年度は事業見直しということでこの事業は廃止

したところであります。ただし、別事業を実施する予定であります。

これは、市の総合計画の後期実施計画（平成 31 年度～平成 34 年度）

の見直しを行ったことに伴う見直しでございます。 

次に取組の２つ目です。対象を絞った効果的かつ効率的な広報活動

です。若い父親を始め、ターゲットを絞って家事、育児等への参加を

促す啓発や広報を行うということで、今ほど申し上げましたクッキン

グ等の講座開催時に当事業を行っていたものであります。こちらも事

業の見直しを行いまして、別事業の実施を予定しているところであり

ます。 

３ページです。施策の４、出産のために退職した女性等の再就職支
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援であります。取組の１、ハローワークと連携した就職先の紹介であ

ります。これにつきましては、平成 27年度はハローワーク主催、平成

28年度は新潟日報社主催により行われ、毎年開催となっているもので

あります。 

取組の２つ目です。再就職に向けた就労相談会等の実施であります。

平成 27年度から平成 29年度は子育て拠点施設で、平成 30年度からは

ソレイユ三条で実施してきたものであります。 

取組の３つ目、再就職のためのセミナー等の実施であります。これ

につきましては、平成 27 年度と平成 28 年度の実施が１回、平成 29

年度と平成 30年度は２回であります。今年度は、働く女性を対象とし

たワークライフバランス実現につながるようなセミナーを開催予定と

しております。 

取組の４つ目です。事業所における子育てと仕事の両立に向けた取

組への支援であります。これにつきましては、昨年度まで未実施でご

ざいましたけれども、これとは別に仕事と子育て両立支援事業助成金

制度を創設し、活用いただいたところであります。今年度、三条おし

ごとナビを活用した特集や、事業所を対象としたセミナーを開催する

予定としております。 

次に４ページをお願いいたします。Ⅱ ハッピー子育てプロジェク

トの施策の１、親子が集える場づくりであります。これにつきまして

は、取組の１つ目、子育て拠点施設等の拡充ということで平成 28年度

に嵐北地区にあそぼってを開設したところであります。また、現プラ

ンの中に、大崎地区における子育て支援センターの設置を検討すると

いうことを掲げておりましたけれども、昨年度から検討を始めたとこ

ろであります。 

施策の２、親子で楽しめる公園の整備であります。取組の１、公共

施設跡地を活用した公園の整備です。平成 28 年度が３箇所、平成 29

年度と平成 30年度が１箇所ずつ整備をしてきたところでございます。

今年度の予定はございません。 

取組の２つ目、既存公園の遊具等の整備です。これにつきましては、

通常の整備を毎年度実施しているほか、平成 28年度からは公園施設長

寿命化修繕計画を策定し、これに基づいた事業実施を平成 30年度、平

成 31年度と行っているところであります。 

５ページです。施策の３、子育て家庭へのサポートの充実でありま

す。１、利用者支援事業の実施であります。これにつきましては、子

育て中の親子や妊婦及びその配偶者に対しまして様々な子育て施策に

ついてのアドバイスを行うだけでなく、その後の調整等も行っている

ものであります。これについて、あそぼっての開館等を視野に入れた

中で実施を掲げていたところでありますけれども、子育て支援課が全

ての子育てに関わるいろんな事業を束ねているということの中で、あ

らためて設ける必要性はどうなのかというところになるかと思います

が、三条において現在のところは必要性が必ずしもないのではないか

ということで実施はしてきていないところであります。 
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取組の２つ目であります。保育料算定時の寡婦（夫）控除のみなし

適用の実施ということで、平成 27年度以降実施しているところであり

ます。 

３つ目、子ども医療費助成の拡充ということであります。平成 27

年度から順次拡充を図ってきております。その中で、今年度につきま

しては、10月から、全ての子どもに対して通院入院とも中学校修了ま

で対象とするものでございます。 

６ページをお願いいたします。Ⅲ 子ども・若者の健やかな成長プ

ロジェクトでございます。施策の１、母子保健、家庭教育の充実につ

いて、取組の１、母子の歯科保健の充実ということであります。これ

につきましては、今年度新たに保育所、幼稚園、認定こども園等全て

の保育施設において、フッ化物洗口を９月から実施を予定していると

ころであります。２つ目の取組として、「眠育」（早寝、早起き）の啓

発強化であります。平成 27年度には「早寝早起き朝ごはん」リーフレ

ットを配布したところでありますが、平成 28年度から新たに眠育に着

手し、市民向けの講演会を実施したり、平成 29年度からは教職員向け

の研修会を実施したりして、中学校区を一つの塊としてモデル地区の

取組を行っているところであります。今年度につきましては、乳幼児

健診等の保健指導の中でも取組を始めたところであります。 

取組の３つ目、家庭教育講座の拡充であります。ＢＰとＮＰという

講座を実施しておりますが、それぞれ回数を増やしてきたところであ

りますけれども、ＢＰにつきましてはなかなか講師の確保が難しいこ

とから、やり方を少し変えまして、市独自の講座を開設したところで

あります。 

７ページ、施策の２、子どもの発育・子育て相談の充実であります。

取組の１、出張及び時間外相談の実施であります。これにつきまして

は平成 30年度に、月１回土曜日の相談会を始めたところであります。 

施策の３、子ども・若者の社会形成、社会参加の推進であります。

取組として、子ども・若者の意見表明機会の拡充ということでありま

す。これにつきましては、青少年健全育成の団体に対して三条市も共

催するという形で行っているものでありますけれども、平成 27年度か

ら高校生と先輩たちとのユーストーク～青少年による座談会～を開催

してきております。今年度は、青少年育成市民大会において、中学生

によるパネルディスカッションを開催したところであります。 

次に８ページをお願いいたします。Ⅳ 子ども・若者支援プロジェ

クトでございます。施策の１、子ども・若者総合サポートシステムの

充実であります。取組の１、養育支援訪問事業の実施ということで、

平成 27年度から実施し、毎年度記載のとおりの件数を行ってきたとこ

ろであります。 

２つ目、被虐待児童及び問題行動児童の進行管理の強化でございま

すが、毎年度記載のとおり実施しております。平成 27年度でございま

すけれども、虐待の重症度別Ａ～Ｄ以外に、虐待予防と継続的支援を

するため「要支援」という区分を新たに設けたところであります。 
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３つ目、若者支援の相談体制の強化でございます。平成 27年度には

委託により相談方法にアウトリーチ（訪問支援）を追加し対応してき

ているところであります。 

９ページをお願いいたします。施策の２、三条っ子発達応援事業の

充実であります。取組の１つ目は、年中児発達参観の全市実施であり

ます。これにつきまして、それぞれ年度ごとに、いくつの施設で実施

したのか、未実施がいくつなのかを記載しておりますけれども、未実

施数が、平成 27年度は５施設であったところ、現在、未実施施設数は

１施設となっています。 

２つ目の取組として、発達支援に係るコーディネーターの資質の向

上であります。発達支援コーディネーター研修を平成 27年度から実施

しています。その中でも基礎編、応用編を３年間行い、昨年度はそれ

らを受けた人たちのスキルアップとしてスキルアップ編を、そしてま

た今年度は基礎編、応用編ということで、年度によって内容を変えて

実施をしてきているところであります。 

最後に 10ページをお願いいたします。Ⅴ 子ども・子育て応援社会

プロジェクトであります。施策の１、子ども・子育て家庭を支えるま

ちづくりの推進でございます。取組の１つ目として「子どもの権利」

の啓発強化であります。平成 27年度以降、子どもの権利尊重チラシを

作成し配布を行っております。 

施策の２、地域における安全・安心の確保でございます。取組とし

て通学路の整備でございます。自治体、ＰＴＡ、警察署等関係団体に

よる通学路安全推進会議を開催しているところであります。 

以上でございます。毎年度審議をいただいておりましたが、その中

で５年度分を掲載したことと、未実施のところに黒く色を塗っており

ますので、今現在どの事業ができてないのかというところがわかりや

すいような形にさせていただきました。以上でございます。 

 

ありがとうございました。では、只今の説明に対して、御質問等あ

ればお願いいたします。 

 

１ページの１番、３歳未満児の保育の拡充の件でございますが、備

考欄に記載のある、認定こども園で 51 人、保育所で 75 人、地域型保

育で 50人と定員が増えてきたわけですけれども、充足率はどのくらい

なのでしょうか。また、年度当初の待機児童はゼロだけれども、年度

途中での仕事復帰等で入所希望が出てきたときに、全てには対応でき

ないということをお聞きしましたが、ここまで定員が増えてもまだ対

応はできていないのでしょうか。 

 

この５年間にかなり定員としては増えてきたところであり、それに

よりまして、当初と比べると入りやすくなったのではないかと思いま

す。ただ、問題は堀委員がおっしゃった後段の部分でございまして、

枠はあっても保育士がいないためにお子さんを預かることができない
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現状がございます。４月現在は、就職等、人が勤めるということにお

いて、特に異動のある時期ですので、４月については毎年度なんとか

クリアしているところでございますが、未満児、特に０歳や１歳とい

うような、育休明けに預けたいという希望が多い年齢については、年

度途中ですと、１人入所させるのに 1 人保育士を見つけなければいけ

ないような場合もありまして、年度途中での雇用が非常に難しいとい

うことの中で、お受けできないといったことによって待機児童が年度

途中には生じているという状況であります。 

 

それを何とかクリアすることはできないのでしょうか。 

 

私立ですと、だいたい決まった方を雇用していると思われますが、

公立の場合は、パート、臨時的な人を含めて弾力的な雇用の仕方をし

ているところではありますけれども、その中で、年度途中の雇用が難

しいということであれば、年度初めに若干多めに雇用して、その人員

の中で年度途中からの入所もお受けできるのではないかということ

で、前倒し雇用ということを平成 29年度に始めました。しかし、その

年度はよかったのですが、今年度は前倒し雇用もできない状況です。

というのは、例えば、他の自治体が新たに募集を始めたりするとそち

らに流れたりですとか、あるいは、民間企業の景気が良かったりする

と、保育士ではなく別の職種になったりということもあるのかなと思

いますが、いずれにしても今年は前倒し雇用ができませんでした。引

き続き、県も掘り起こしについての事業を行っておりますけれども、

一緒になって取り組んでいきたいと思っております。なかなか「これ」

というものが見出せないところであります。 

 

ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

それでは、議題２の子ども・子育て支援に関するアンケート調査の

結果について、事務局より説明をお願いします。 

 

子育て支援係長の坂井と申します。よろしくお願いいたします。そ

れでは私のほうから子ども・子育て支援に関するアンケート調査の結

果について説明させていただきます。 

お手元に調査結果の冊子と、本日お配りしました「調査結果のまと

めと考察」を御用意いただけますでしょうか。 

 

（調査結果の冊子の見方についての説明部分は省略） 

 

調査結果の冊子の１ページ、調査の概要という部分をお開きくださ

い。調査の概要について簡単に説明させていただきますが、１の調査

目的についての説明は省略させていただきます。 

２ 調査の種類と実施方法です。この調査はアンケートの種類ごと

に就学前児童が 1,200人、小学生が 1,200人、中学生が 600人、17歳・
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25歳になる方、若者が 400人ということで無作為に抽出いたしまして、

郵送により調査を実施したところでございます。調査期間は平成 31

年１月 18日から 31日までとなっております。 

３の回収結果ですが、就学前児童アンケートについては 1,200 人に

配布し、有効回収数が 664人で有効回収率が 55.3％、小学生について

は、1,200 人に配布し、668 人からの回収で、有効回収率は 55.7％、

中学生については 600 人に配布し回収数は 343 人、有効回収率は

57.1％、17歳・25歳については 400人に配布し回収数は 169人、有効

回収率は 42.3％となっています。 

４の報告書をみる際の注意については、記載のとおりですので御確

認ください。 

 

それでは内容についての説明をさせていただきます。２ページを御

覧ください。「お住まいの地域について」です。小学生は 75 ページ、

中学生については 121ページになります。 

居住地区については、就学前児童、小学生とも嵐南小学校区の割合

が最も高く、続いて一ノ木戸小学校区、大崎学園校区、裏館小学校区

の順となっています。中学生では第一中学校区の割合が最も高く、続

いて第二中学校区、第三中学校区の順となっています。 

生活圏域については就学前児童、小学生、中学生ともに嵐南地域の

割合が最も高く、続いて嵐北地域、井栗大崎地域の順となっています。 

次に、「お子さんとご家族の状況について」ですが、就学前児童は４

ページ、小学生は 77ページ、中学生は 123ページになります。 

お子さんと家族の状況についてです。お子さんの年齢についてはそ

れぞれ記載のとおりでございます。 

お子さんのきょうだいについて、「兄弟姉妹がいる」という割合が、

就学前児童では 72.6％、小学生が 88.0％、中学生が 89.5％で、年齢

階層が低くなると兄弟姉妹がいる割合が低くなっています。兄弟姉妹

の人数については、２人～３人の割合が就学前児童では 94.2％、小学

生が 94.9％、中学生が 95.5％となっています。 

回答者の配偶関係についてです。配偶者がいない就学前児童の割合

は 5.9％、小学生が 7.8％、中学生が 11.1％で、年齢階層が高くなる

と配偶者がいない割合が高くなっています。 

また、前回はそれぞれ 4.4％、8.8％、10.4％であったことと比較し

ますと、就学前児童における割合が高くなっています。 

子育ての主な担い手については、「父母ともに」の就学前児童の割合

が 58.0％、小学生が 59.4％、中学生が 58.6％です。「主に母親」がそ

れぞれ 38.6％、35.8％、37.6％で、いずれも対象による大きな差はみ

られませんでした。 

また「主に祖父母」が 0.9％、1.8％、1.2％となっています。 

これらについて「調査結果のまとめと考察」にあります「年度別子

育ての主な担い手」という表を御覧いただきたいのですが、H25 が前

回、H30 が今回の調査です。前回と比較しますと「父母ともに」が就
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学前児童で前回が 52.2％、今回が 58.0％、小学生は前回が 50.6％、

今回が 59.4％、中学生は前回が 52.9％、今回が 58.6％ということで、

３つの年齢層ともに増加しています。一方で「主に母親」と「主に祖

父母」は減少しています。調査結果の冊子の７ページに戻りまして、

お子さんを見てもらえる親族・知人については、日常的及び緊急時と

もに「いずれもない」が就学前児童で 6.2％、小学生で 6.9％となって

います。 

次に、「保護者の就労状況について」です。就学前児童は８ページ、

小学生は 81ページ、中学生は 127ページです。 

母親の就労状況では、産休・育休・介護休業中を含めた「フルタイ

ムで就労している」は、就学前児童が 43.8％、小学生が 50.1％、中学

生が 52.2％と、年齢階層が高くなるとフルタイム就労の割合が高くな

っています。 

また、産休・育休・介護休業中を含めた「パート・アルバイト等で

就労している」は、それぞれ 34.5％、37.8％、33.2％となっています。

「就労していない」は、それぞれ 16.4％、9.2％、8.8％となっており、

年齢階層が高くなると割合が低くなっています。 

ここで「調査結果のまとめと考察」を御覧ください。年度別の母親

の就労状況の表です。前回と比較しますと、フルタイムで就労してい

るという人はどの年齢階層でも増加しています。パート・アルバイト

で就労している人は、就学前児童が前回よりも増加していますが、小

学生・中学生は前回より減少しています。「就労していない」は、どの

年齢階層も減少しています。 

調査結果の冊子に戻っていただき、就学前児童が 12ページ、小学生

が 84ページ、中学生が 130ページをお開きください。フルタイムへの

転換希望ということで、パート・アルバイト等で就労している人にフ

ルタイムへの転換希望を伺ったところ、どの年代も半数以上が希望し

ていませんでした。 

次に、就学前児童が 10 ページ、小学生が 82 ページ、中学生が 128

ページになります。父親の就労状況では「フルタイムで就労している」

就学前児童は 83.9％、小学生が 86.2％、中学生が 78.1％となってい

ます。いずれも無回答を除くと大半の人がフルタイムで働いている状

況となっています。 

次に、「職場の両立支援制度について」です。就学前児童は 16 ペー

ジ、小学生は 88ページです。 

母親の育児休業の取得状況については、「取得した（取得中である）」

就学前児童が 55.3％、小学生が 44.6％となっています。取得しなかっ

た母親の理由は、就学前児童では「子育てや家事に専念するため退職

した」が 35.1％と最も多く、小学生では「職場に育児休業を取りにく

い雰囲気があった」が最も多く 25.0％となっています。 

父親の育児休業の取得状況については、「取得した（取得中である）」

就学前児童が 1.7％、小学生が 1.2％となっています。 

次に、「平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について」です。
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26ページを御覧ください。こちらは就学前児童のみとなります。定期

的な教育・保育事業の利用については、「利用している」が 81.2％で、

前回の 69.6％に比較し、高くなっています。 

ここで、35 ページと 36 ページを御覧ください。定期的に利用した

い教育・保育事業については、「保育所・保育園」が 69.9％、「幼稚園」

が 15.1％、「認定こども園」が 11.0％などとなっています。 

また、幼稚園の利用を強く希望する割合が 50.6％であり、「いいえ」

の 48.1％をわずかに上回っています。 

次に、「休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望について」は

37ページから 39ページです。こちらも就学前児童のみとなります。 

土曜日の定期的な教育・保育事業の利用希望については、「月に１～

２回は利用したい」が 25.8％、「ほぼ毎週利用したい」が 11.0％とな

っており、休暇中の利用意向が４割弱となっています。 

日曜日・祝日の利用希望については、「月１～２回は利用したい」が

12.8％、「ほぼ毎週利用したい」が 2.0％となっています。 

長期休暇中の幼稚園の利用希望については、「休みの期間中、ほぼ毎

日利用したい」が 40.0％、「休みの期間中、週に数日利用したい」が

22.9％などとなっています。 

次に、「病気の際の対応について」です。就学前児童が 40 ページ、

小学生は 93ページです。 

就学前児童の病気やケガで通常の事業が利用できなかった経験が

「あった」人は 76.8％となっています。その対処方法は、「母親が休

んだ」が 77.5％、「（同居者を含む）親族・知人に子どもを看てもらっ

た」が 48.8％、「父親が休んだ」は 24.2％となっており、母親への依

存が高くなっています。 

病児・病後児保育施設等の利用希望については、「利用したいとは思

わなかった」が 76.5％で、利用しないと思わない理由は、「親が仕事

を休んで対応する」が 48.4％、「病児・病後児を他人に見てもらうの

は不安」が 32.4％となっています。また、「利用料がかかる・高い」

が 35.2％、「地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）

がよくない」が 19.2％など、事業に対する不満を表す回答も見られて

います。 

お子さんが病気の際に父母が仕事を休んだという人以外で、看るこ

とが難しい理由については、「子どもの看護を理由に休みがとれない」

が 20.2％、「休暇日数が足りないので休めない」が 15.6％でした。「そ

の他」38.1％の中には「仕事の都合で休めない」という内容が多いで

すが、中には、「祖父母が看てくれる」、「具合の悪い子供と長く一緒に

いると自分自身がイライラしてしまう」といった内容の回答もありま

した。 

小学生が病気やケガで小学校を休んだ経験が「あった」は、66.9％

となっています。対処方法は「母親が休んだ」が 63.8％、「父親が休

んだ」は 15.7％で、どちらも就学前児童より低くなっています。「（同

居者を含む）親族・知人に子どもを看てもらった」が 47.2％でほぼ、
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就学前児童と同じ比率になっています。 

病児・病後児保育施設等の利用希望については、「利用したいとは思

わなかった」が 93.2％で、就学前児童より 16.7 ポイント高くなって

います。ちなみに、前回調査時には病児・病後児保育施設はありませ

んでした。 

病児・病後児保育施設等を利用したいと思わなかった理由について

は、「親が仕事を休んで対応する」の割合が 54.8％で、就学前児童よ

り多くなっています。「利用料がかかる・高い」は 29.4％、「病児・病

後児を他人に看てもらうのは不安」は 22.4％と、それぞれ就学前児童

よりも低くなっています。 

次に、「不定期の教育・保育事業や一時預かり等の利用について」は

46ページです。こちらは就学前児童のみとなっています。 

不定期に利用している教育・保育事業については「利用していない」

が 88.4％で、利用している人の状況としては、「一時預かり」が 5.4％、

「幼稚園の預かり保育」が 2.3％などでした。 

利用しない理由については、「特に利用する必要がない」が 76.8％

と多くを占め、次に「利用料がかかる・高い」が 15.0％などとなって

います。他に「事業の利用方法（手続き等）がわからない」が 13.8％、

「自分が事業の対象者になるのかどうかわからない」が 8.3％あり、

周知のあり方を検討する必要があります。 

不定期な教育・保育事業の利用希望は、「利用したい」が 33.6％で、

利用したい目的としては、「私用（買物、子どもや親の習い事等）、リ

フレッシュ目的」が 65.0％、「冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通

院等」が 58.7％などとなっています。 

過去１年間で泊りがけで預ける必要があった経験の「あった」人は

15.4％で、その際の対処方法は、「（同居者を含む）親族・知人に見て

もらった」が 91.2％となっています。 

次に、「地域の子育て支援事業の利用状況について」は、就学前児童

が 52ページになります。小学生は 99ページとなります。 

就学前児童が利用している地域子育て支援事業は、「あそぼって」の

割合が 41.6％、「すまいるランド」が 31.2％、「月岡保育所子育て支援

センター」が 2.7％、「きらきら保育園子育て支援センター」が 2.1％

などとなっています。一方、「利用していない」が 44.9％となってい

ます。 

地域子育て支援事業を利用していない理由については、「幼稚園、保

育所・保育園の在園児のため、利用したくてもできない」が 48.7％、

「時間がない」が 30.2％などとなっています。「事業の利用方法（手

続き等）がわからない」が 6.7％、「近くに施設（子育て支援センター

等）がない」が 5.7％ありました。 

各事業の認知度は、「広報さんじょうの子育て支援情報」が 74.4％、

「子どもの発育・子育て相談、家庭児童相談」が 69.6％、「子育てガ

イドブック」が 61.7％、「保育所・保育園や幼稚園の園庭開放等」が

46.4％となっています。前回と比較すると多くの事業の認知度が下が
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っていますが、「子育て支援情報メール」は 28.0％から 43.5％へ、「子

ども・若者総合サポートシステム」は 10.7％から 16.1％へそれぞれ増

加となっています。 

利用したことがある事業は、「広報さんじょうの子育て支援情報」が

41.3％、「子育て支援情報メール」が 29.5％、「子育てガイドブック」

が 26.4％、「ホームページの子育て支援情報」が 22.4％などとなって

います。 

小学生の各事業の認知度は、「広報さんじょうの子育て支援情報」が

78.9％、「子どもの発育・子育て相談、家庭児童相談」78.4％、「子育

てガイドブック」が 54.8％、「青少年相談」が 52.5％などとなってお

り、就学前児童とほぼ同じ順になっています。いずれの項目も前回と

比較すると全体的に増加しており、中でも「子育て支援情報メール」

は 25.9％から 50.9％と大幅に増加しています。 

各事業の利用経験は、「広報さんじょうの子育て支援情報」が

36.2％、「子育て支援情報メール」が 30.8％、「子育てガイドブック」

が 21.6％などとなっています。 

次に、「５歳以上の子どもの放課後の過ごし方の希望について」です。

就学前児童は 59ページ、小学生は 102ページ、中学生は 134ページで

す。 

５歳以上の子どもに、小学校低学年のうちで放課後過ごさせたい場

所は、「児童クラブ（学童保育）」が 43.7％、「塾や習い事など」が 26.9％

などとなっています。反面、「自宅」が 40.3％、「祖父母宅や友人・知

人宅」が 15.1％ありました。 

小学校高学年では、「自宅」が 63.0％、「塾や習い事」が 38.7％など

となっています。「児童クラブ（学童保育）」は 24.4％で、利用意向が

下位になっています。 

小学生に、小学校低学年のうちで放課後過ごさせたい場所について

は、「自宅」の割合が 59.7％、「塾や習い事」が 36.1％、「児童クラブ」

が 34.0％などとなっており、小学校高学年では、「自宅」の割合が

77.4％、「塾や習い事」が 47.8％、「児童クラブ」が 14.8％となってお

り、高学年では「自宅」や「塾や習い事」が増えるなど、放課後の過

ごし方の希望が変わっています。 

実際の小学生の過ごし方は、「自分の家（ひとりまたは家族と）」で

過ごすが 69.2％、「自分の家や友人の家（友人と）」で過ごすが 40.7％、

「塾や習い事」が 38.5％、「児童クラブ」が 22.0％となっています。 

小学生が放課後に利用できる場所の希望については、「いろいろなス

ポーツができる体育館や運動場」が 76.2％、「安心してゆっくり過ご

すことのできる施設」が 64.8％、「いろいろな活動ができる公園や広

場」が 49.3％、「静かに勉強できる施設」が 33.2％などとなっていま

す。 

中学生の放課後の過ごし方は、「部活動」が 61.2％、「自分の家（ひ

とりまたは家族と）」過ごすが 59.5％、「塾や習い事」が 33.2％などと

なっています。「自分の家や友人の家（友人と）」過ごすが 8.7％あり
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ました。 

中学生が放課後に利用できる場所の希望については、「いろいろなス

ポーツができる体育館や運動場」が 58.3％、「安心してゆっくり過ご

すことのできる施設」が 49.6％、「いろいろな活動ができる公園や広

場」が 23.6％と、いずれも小学生より低い反面、「静かに勉強できる

施設」が 44.3％で小学生より高くなっています。 

次に、「１歳以上のお子さんの生活習慣について」です。就学前児童

は 63ページ、小学生は 109ページ、中学生は 137ページです。 

朝食の摂食状況については、「毎日食べている」が就学前児童では

91.4％、小学生では 96.3％、中学生では 94.2％で、特に就学前児童の

改善が必要となっています。 

子どもの起床時刻については、就学前児童は、「６時台」が 48.8％、

「７時台」が 39.3％、「８時以降」が 4.4％であり、小学生では、「６

時台」が増えて 83.8％、「７時台」が 10.3％、「８時以降」が 0.0％と

なり、中学生では、「６時台」が減少して 71.4％、「７時台」が 23.6％、

「８時以降」が 0.3％と、小学生に比べ全体的に遅くなっています。 

子どもの就寝時刻について、６時に起床することを想定すると、就

学前児童は、遅くとも 21時までに就寝することが望ましいとされてい

ますが、「21時台」が 56.3％、「22時台」が 22.4％、「23時台」が 1.3％、

「０時以降」が 0.2％となっています。小学生は、学年によって異な

りますが、21 時から 22 時までに就寝することが望ましいとされてい

ますが、「21時台」が 59.9％、「22時台」が 29.6％、「23時台」が 2.4％、

「０時以降」が 0.1％となっています。中学生は、遅くとも 23時まで

に就寝することが望ましいとされていますが、「23 時台」が 42.3％、

「０時以降」が 7.6％となっています。 

休日と平日の睡眠時間の差は、就学前児童の「ほとんどない」が

49.4％、「30分以上差がある」が 23.5％、「60分以上差がある」が 11.1％

等となっています。小学生では、「ほとんどない」が 43.1％、「30 分以

上差がある」が 21.0％、「60分以上差がある」が 20.8％などとなって

います。中学生では、「ほとんどない」が 30.0％、「30分以上差がある」

が 13.7％、「60 分以上差がある」が 20.4％、「90 分以上差がある」が

31.8％などとなっています。未就学児・小学生の「90分以上差がある」

が 10％に満たないところ、中学生では 30％以上となっています。 

テレビ、ＤＶＤ、携帯電話、ゲーム機などを何時まで見たり使用し

たりしているかについては、就学前児童は、最も多いのが「20時」と

「21 時」の 35.5％、次に「19 時」が 9.7％であり、「22 時」が 4.4％

となっています。小学生では、最も多いのが「21時」で 51.3％、次に

「20時」が 28.6％であり、「22時」が 10.3％となっています。中学生

は、「22 時」が最も多く 49.0％であり、「21 時」が 21.0％、「23 時」

以降が 15.7％となっています。年齢階層が高くなるにつれて、テレビ、

ＤＶＤ、携帯電話、ゲーム機などを遅い時間まで見ています。 

次に、「子育てで感じていることなどについて」です。就学前児童は

66ページ、小学生は 112ページ、中学生は 140ページです。 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てに関しての不安や悩みについて「ある」は、就学前児童が

69.4％、小学生が 61.8％、中学生が 59.8％と年齢階層が高くなると不

安や悩みが低くなっています。 

その悩みは、就学前児童では、最も多いのが「自分のこと」で 79.6％、

次に「子どものこと」が 78.5％となっています。小学生では、最も多

いのが「子どものこと」で 76.0％、次に「自分のこと」が 67.6％とな

っています。中学生では、最も多いのが「子どものこと」で 69.8％、

次に「家庭のこと」が 62.0％となっています。 

子どものことに関する悩みごとについては、多い順に、就学前児童

では「子どもの食事や栄養」が 55.8％、「言葉や行動など、知的・精

神的な発育」が 53.9％となっています。小学生では、「子どもの情緒

面」が 56.4％、「言葉や行動など、知的・精神的な発育」が 52.5％と

なっています。中学生では、「子どもの情緒面」が 53.1％、「言葉や行

動など、知的・精神的な発育」が 43.4％で、小学生と同じ順になって

います。 

自分のことに関する悩みごとについては、就学前児童では自分の時

間をもてない」が 57.8％、「子育てで疲れる」が 51.2％などとなって

います。小学生では、「子どもとの時間をもてない」が 47.0％、「しつ

けがうまくいかない」が 45.5％であり、中学生では、「しつけがうま

くいかない」が 43.6％、「子どもとの時間をもてない」が 32.7％とな

っており、年齢階層により悩みが変化しています。 

家庭のことに関する悩みごとについては、就学前児童では「経済的

な不安・負担」が 81.6％、「配偶者との関係（子育てについての意見

の不一致等）」が 32.2％などとなっています。小学生では、「経済的な

不安・負担」が 77.1％、「配偶者との関係（子育てについての意見の

不一致等）」が 35.1％となっています。中学生では、「経済的な不安・

負担」が 82.7％、「配偶者との関係（子育てについての意見の不一致

等）」が 18.9％と、各年齢階層とも悩みは同じですが、その割合に変

化があります。 

地域のことに関する悩みごとについては、就学前児童では「親自身

が友達をつくれる場や機会がない」が 57.7％、「子どもを預かってく

れる人がいない」が 40.8％などとなっています。小学生では、「子ど

もを預かってくれる人がいない」が 46.9％、「親自身が友達をつくれ

る場や機会がない」が 39.6％などとなっています。中学生では、「親

自身が友達をつくれる場や機会がない」が 38.7％、「子育て経験者や

先輩保護者と知り合えない」が 29.0％などとなっています。 

子育て環境のことに関する悩みごとについて、就学前児童では「暗

い通りや見通しのきかないところが多い」が 68.1％、「安心して子ど

もを遊ばせることのできる場所がない」が 57.6％などとなっていま

す。小学生では、「安心して子どもを遊ばせることのできる場所がない」

が 72.8％、「暗い通りや見通しのきかないところが多い」が 56.2％な

どとなっています。中学生では、「暗い通りや見通しのきかないところ

が多い」が 66.7％、「安心して子どもを遊ばせることのできる場所が
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ない」が 43.0％などとなっています。 

子育ての相談先については、就学前児童では「配偶者・祖父母等の

親族」が 89.1％、「友人や知人・職場の人」が 71.3％、「保育士・幼稚

園教諭」が 50.8％などとなっています。小学生では、「配偶者・祖父

母等の親族」が 88.4％、「友人や知人・職場の人」が 73.8％、「学校の

先生」が 39.8％などとなっています。中学生では、「配偶者・祖父母

等の親族」が 81.7％、「友人や知人・職場の人」が 69.1％、「学校の先

生」が 31.7％などで、年齢階層が高くなると、保育士や先生への比率

が下がってきます。 

子育てに関することへの考えについて“そう思わない”割合は、就

学前児童では、「子育てを負担と感じる」が 44.2％、「市は子育てしや

すいまちである」が 36.0％、「子育てが地域の人や社会全体で支えら

れている」が 34.4％、「市の子育て支援は充実している」が 30.5％な

どとなっています。小学生では、「子育てを負担と感じる」が 49.0％、

「市は子育てしやすいまちである」が 33.5％、「市の子育て支援は充

実している」が 30.4％などとなっています。中学生では、「子育てを

負担と感じる』が 61.5％、「市の子育て支援は充実している」が 37.0％、

「市は子育てしやすいまちである」が 36.5％などとなっています。 

子育て支援で充実を図ってほしいことについては、就学前児童では、

「保育所・保育園や幼稚園にかかる費用を軽減してほしい」が 59.6％、

「子連れでも出かけやすく楽しめる場所やイベントの機会を増やして

ほしい」が 56.0％、「子どもや親子が安心して集まれる身近な場所を

増やしてほしい」が 39.3％などとなっています。小学生では、「子ど

もや親子が安心して集まれる身近な場所を増やしてほしい」が

33.7％、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所やイベントの機会を増

やしてほしい」が 33.1％、「安心して子どもが医療機関にかかれる体

制を整備してほしい」が 32.3％などとなっています。中学生では、「安

心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい」が

43.7％、「残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して職場環

境の改善を働きかけてほしい」が 23.6％、「子どもや親子が安心して

集まれる身近な場所を増やしてほしい」が 17.2％等となっています。 

以上が、就学前児童、小学生、中学生のまとめとなっています。 

次に、「生活状況」について、150 ページになります。こちらが 17

歳・25歳のアンケート調査の結果となります。主にひきこもりに関す

ることに着目し取り上げることとしました。 

（３）健康状態の中で、精神的な病気での通院や入院の経験のある

割合は、4.7％であり、（５）不登校等の経験のある人は 17.2％であり

ます。この割合は、小学生、中学生、高校生、大学生の時の不登校と、

初めての就職から１年以内に離職・転職した割合を足したものとなっ

ています。 

（６）就学・就労状況については、「学生（予備校生も含む）」は 60.9％

であり、「勤めている」人は正社員 23.7％と契約社員等 11.2％を合わ

せると 34.9％となっており、ほとんどの方が就学・就労状態にありま
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す。「その他」の 0.6％は福祉就労であるため、これを除き現在働いて

いない方や専業主婦・主夫の方などを合わせると 3.6％であります。

現在働いていない 3.6％（６人）の人は全て働いた経験があります。 

（９）外出の頻度等については、「仕事や学校で平日は毎日外出する」

が 89.3％であり、ひきこもりの定義に該当する「普段は家にいるがひ

とりで外出することがある」が 3.0％（５人）、「自室からは出るが、

家からは出ない」が 0.0％、「自室からはほとんど出ない」が 0.0％と

なっています。「普段は家にいるがひとりで外出することがある」と回

答した５人の、（10）現在の状態について、この状態が継続している期

間が「６か月未満」が１人、「６か月～１年未満」が２人、「１～２年

未満」が１人、「３～５年未満」が１人となっています。 

また、この５人のうち、最近６か月間の家族以外の人との会話の状

況は、「ほとんど会話しなかった」が１人、「ときどき会話した」が１

人であります。「よく会話した」が３人です。 

現在の状態になったきっかけは、中学や高校の時の不登校や、「職場

になじめなかった」「人間関係がうまくいかなかった」「妊娠」「退職」

が挙げられています。 

このような状態について、今後関係機関に相談しようと思っている

人は５人中１人となっています。相談する機関として希望するのは、

自宅から近く、無料で相談でき、親身に聴いてくれるところと回答し

ています。 

普段は家にいるがひとりで外出することがある５人を除いた人の

（11）過去の状態について、今までに６か月以上連続して外出しない

状態になったことがある人は、3.6％（６人）であり、引きこもりの定

義である「普段は家にいるが、ひとりで外出することがある」が 3.0％

（５人）、「自室からは出るが、家からは出ない」が 0.6％（１人）、「自

室からほとんど出ない」が 0.0％であります。この６人のこのような

状態の継続期間は、「６か月～１年未満」が 33.3％（２人）、「１～２

年未満」が、16.7％（１人）、「２～３年未満」が 33.3％（２人）であ

ります。無回答の方が 16.7％（１人）となっています。この人たちが、

過去のこの状態でなくなったきっかけや役立ったことは、「引っ越し等

の環境の変化」「進学・就職」「趣味等の生きがいを見つけた」のほか、

「誰かに相談したこと」「親・友人等の助け」「病気の回復」と回答し

ています。 

以上、調査結果のまとめと考察になります。 

 

ありがとうございました。それではアンケート調査の結果について、

質問等あれば、お願いします。 

 

いくつかお伺いしたいのですが、まず、今日はこの場でどのような

な議論を求められているのでしょうか。「調査結果のまとめと考察」を

見ましたが、実際にはこれをプランに落とし込んだ時に、例えば現状

がこうであるから今やっている事業の中でうまくマッチしていないと
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ころがあるからこういう風にしていきたいとか、来年に向けてとか、

そのような話になってくると思いますが、今のこの状態だと、具体的

に何項目目がどういうことなのかという議論をした方が良いのか、そ

れともこの後落とし込んだ内容が出てくるのかということをお聞きし

たいです。 

また、プランを新しく策定するにあたり、アンケート結果というの

はどのくらいの根拠となるのでしょうか。だいたいはこのアンケート

結果を基にプランを変えていくのでしょうか。 

最後に、このアンケート調査には自由記入欄があったと思いますが、

そのまとめについては開示していただけるのでしょうか。 

 

この３点について、事務局いかがでしょうか。 

 

まず、そもそもこのアンケート調査にどの程度重きを置くのかとい

うことがございますが、あくまでもこれは抽出でのアンケートという

ことですので、これが全てだとは思っておりません。様々な子育て支

援の事業を行っている現場のスタッフがおりますので、そういう人た

ちがこういうところに表せない、数字が大きい小さいだけでは表せな

いような、後段で自由記載というお話もありましたけれども、そうい

うようなところも含めて、今後はどういう施策を展開していくか、と

いうときにはそういうところもベースにはしなければいけないと思っ

ております。ただ、あくまでもアンケートということで皆様のお話を

聞いた数量的なものとしてのまとめとして本日は皆様にきちっとお返

しをしたというところであります。ですので、これは数字としてお示

しをさせていただいたところではありますが、例えば、医療のところ

は、小さいときにはそんなに行ってないけれども、中学生になると医

療の助成がもっと欲しいというのが明確になるような回答がありまし

たが、今年度 10月から全ての中学生が医療費助成の対象となるという

のが、このアンケートの時点ではまだお示しをしていなかったので、

そういうところはクリアできると思いますが、逆に言えばそういうと

ころはやはり皆さんから希望があったところなのだなというような推

測等ができるところなのかなというように思っています。ですので、

ここから施策に展開できるところもあると思いますし、あくまでも現

状として捉えて終わるところもあるかと思いますけれども、本日のと

ころは、自由なところで、例えば、こんなところからこういう施策が

必要なのではないかと私は思った、ということでも結構だと思います

し、あるいは、当たり前だとは思うけれどもやはりその通りの数字の

結果が出たなと思った、あるいは、逆に日頃このように思っているが、

皆さんの意見を聞くと意外とそうではなかったとか、忌憚のないとこ

ろをお聞かせいただければと思っております。ただ、施策については

この先、より深い議論をさせていただく予定であります。 

自由記載のところにつきましては、本当に様々な御意見がありまし

て、現在、似たようなものをカテゴリー化しているところであります。 
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小嶋委員 

そのままの提示というのはあまり意味がないものだと考えておりま

すので、カテゴリー化して、それでも似たようなものがあるのかどう

かですとか、そういうような形でお示しできればと考えておりますが、

本日には間に合いませんでしたので、いずれお示ししたいと思ってお

ります。 

 

ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 

１つ感じたことがあります。子育てに関する悩み事の家庭の事とい

うところで、全年齢階層が経済的な負担が一番多くなっています。こ

れについて、やはり今の子育て世代の人たちは、経済的な負担を一番

悩んでいる姿がはっきりしたと感じました。ただ、その経済的な負

担、・不安というのが、その中でもよく見なければいけないところがあ

ると思います。これから子どもにかかる教育費の負担の問題なのか、

自分たちが生活していく上での収入面での不安なのか、おそらくいろ

いろなものがあるのだと思いますが、そういうことを感じました。 

それから、子育て支援は充実しているかという質問のところで、「思

わない」傾向の回答が就学前児童で 30.5％、小学生が 30.4％、中学生

が 37.0％とありますが、「思う」傾向の方が、就学前児童が 30.8％、

小学生が 25.0％、中学生が 22.3％となっています。年齢が上がってい

くと子育て支援が充実していないと考えている人が多いようですが、

これは何が原因なのでしょうか。 

 

医療だと思います。ただ、先ほど申し上げましたとおり、医療費助

成が全ての中学生まで拡大されるということを皆様にお示しする前の

アンケートですので、おそらく中学生くらいになると、児童クラブと

かも行かなくなるわけですし、そうしますと医療費助成しかないのか

なというところでの結果という風に捉えております。 

 

それでは私から。まず、回収率が高いと感じました。何か工夫され

たのでしょうか。あるいは三条市民の方たちが子育て支援施策への関

心が高く、自分から回答しようというものがあるのか、教えていただ

ければと思います。 

 

回収率についてですが、前回の回収率が、就学前児童が 51.3％、小

学生が 50.6％、中学生が 57.7％ということでありましたので、全体的

には前回よりも良くなっています。ただ、実際は抽出であり、郵送と

いうことですので、ごく普通のアンケート調査の方法でした。ですの

で、具体的に何が良かったのかということについてはよくわからない

ところではありますが、それだけ皆さんがいろいろな子育て支援施策

に関心を持っておられる結果なのではないのかなと思います。 

 

就学前児童、小学生、中学生と区分が分かれていますが、区分ごと
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に抱えている悩みは似たものがあると感じます。小さいときは保育園

や幼稚園に入ることができるかどうかであったり、小学生や中学生と

なれば、友人関係や学習関係、部活関係のことであったり、様々ある

と思います。また、自分の子育て経験から考えると、今の保護者の方

は仕事をしながら、自分たちの事もしながら、本当に大変だなと思い

ます。アンケートはそれぞれを細かく集計してあるので、それを分析

していただき、この先の施策に反映していただきたいと思います。 

 

私がこのアンケート調査の結果を見て嬉しいなと思ったことがあり

ます。166 ページ、調査結果のまとめと考察の（２）子どもと家族の

状況にあります、「年度別子育ての主な担い手」の表で、父母ともに子

育ての担い手となっている世帯がどの年代でも多くなっていますが、

これはとても素晴らしいことだと思いまして、是非皆さんにお示しし

たいと感じたところです。 

また、以前本間委員が病児・病後児保育の利用料金が１日単位とな

っているけれども、パートで働いている人もいるので、子育て支援セ

ンターの一時預かりのように半日単位の料金設定にした方が良いので

はないか、という御意見があったと思いますが、アンケート調査結果

の中にも「料金が高いから利用しない」といった回答がありました。

そのあたりは今後検討していく必要があると思っております。 

 

アンケート調査の質問項目は、行政側の指針のようなものは入って

いるのでしょうか。 

 

必須ではないですが、国の方から示されている項目でしたので、そ

のまま使わせていただきました。決して回答を誘導しているわけでは

ありません。 

今ほど真壁委員長がおっしゃったことに関して、私が個人的に思う

ことがありまして、アンケート結果の 43ページ、病児・病後児保育施

設等を利用しなかった理由というところで、「親が仕事を休んで対応す

る」という回答が一番多いですが、これはこれで良いことだと思いま

すし、「病児・病後児を他人に看てもらうのは不安」という回答が多か

ったというのが、私は喜ばしいことだと感じています。 

また、「利用料がかかる・高い」という回答もありますが、「地域の

事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない」という

回答の中で、利用可能時間というところに絞ったときに、以前、開設

時間をもう少し早めてもらえないかという御意見がありました。確か

に、日常の事であればそういう方向感になって、親が安心して仕事が

できるということが大事かもしれませんが、子どもの具合が悪いわず

か数日のために、家とは環境が異なる所で子どもにさらに負担をかけ

るということが果たして良いことなのか、ということもありますので、

利用時間を増やすこと自体に意味はあるのかもしれませんが、だから

といってそれが良い方向に向かうとは思いませんので、さらに進めて
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良いものと、基本形は用意をしていてもそれをただ進めていけばいい

というものではない事業もあるのではないかと思っております。病

児・病後児保育の観点から申し上げますと、子どもの具合が悪い時ぐ

らい嫌な顔をせず仕事を休ませてあげられるような地域社会になれば

いいなと思っております。 

 

私もできれば子どもが具合の悪い時ぐらい休むようにしたいと思っ

ていますが、知人の職場で「病児・病後児保育施設ができたから仕事

に来られるでしょう」という雰囲気になって困った、という話を聞き

ました。休みたくなくて働きたい人もいるだろうけれども、自分の子

どもが熱でうなされている場合に、わざわざ預けるよりも自分で看た

いと母親でも父親でも思うと思いますが、そういう環境づくりをして

いけるような施策を市の方からもお願いしたいです。別の面で事業所

に対する啓発活動のようなことをしているようですが、病児・病後児

保育といった面でもお願いしたいです。育児休業についても、アンケ

ート結果を見ても父親の取得率は低いですし、企業側としても休まれ

ては困るというところもあると思いますが、休むのは仕方ないことと

して、皆で助け合っていけるような雰囲気を市の方からも啓発してい

けるようなことがあるといいと思います。体制を整えるということば

かりしていると、例えば病児・病後児保育施設の開設時間を延長すれ

ばするだけ、「預ければいい」という風潮になってしまう気がします。

今は親主体となってしまって、預けられるところがあれば働けるとい

う考え方になっていると思います。最近抜けているなと感じているの

は子どもの目線になって考えるということで、もちろん預けられた先

で子どもも適応して遊んだりするのでしょうけれども、熱がある時ぐ

らい一緒にいたいと子どもの方が思うでしょうし、親が働きやすい体

制を作れば作るほど、子どもの目線というものが無視されているとい

う気がしてなりません。体制づくりも大切ですが、啓発活動というも

のも大事であると感じています。 

 

プランの中でも就労の面で商工関係の担当課も関わっているところ

もありますが、働け働けという方向感が国を挙げてあったりするので

すが、やはり子どもを育てるといったときに、代替えできないのは愛

情を注ぐ親だと思います。愛情というのは深さもありますが時間を過

ごすということも大事なことだと思いますので、やむを得ない人のた

めに必要最低限のことを用意するけれども、だからといってそういっ

た施設があるから働けというものは本末転倒だと思いますので、そう

いうことは機会がある時にはお伝えしていきたいと思いますが、企業

側の話でもありますのでなかなか難しいとは思いますが、少なくとも

親御さん自身はそういう意識でいていただけるとありがたいなと思い

ます。子どもにどこまで負担を強いるのかといったところもあります。

児童クラブも、国は小学６年生までと言ってはいますが、集団の中で、

学校で緊張してまた児童クラブで緊張して、小学４年生ぐらいになる
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と家にいたいという子どもたちが多いと思いますので、子どもの目線

で考えたときに、何でも用意するのが果たしていいことなのかという

ところは確かにあると思いますので、今後施策を考えるときにそうい

う視点も持った中で検討していくということが必要だと思います。 

 

病児・病後児保育を利用する親御さんからの声として、朝はもう少

し早い時間じゃないと職場まで出勤するまでが大変という声をいただ

いております。初めての利用で心配だったが、利用してみたらすごく

よくしていただいたという意見もありました。私は利用したことがな

いのでよくわからないですが、そういう声も大事なのかなと思います。

また、施設の立地も少し遠いという声もあります。病院のそばでない

といけないということもお伝えしますが、時間と言われてしまいます

と、保育園は午前７時からやっているわけなので、病児・病後児保育

施設もそのくらいからでないと、せっかく預けようと思っても行けな

いという意見もありましたので、お伝えします。 

 

まず、時間についてですが、何でも７時に合わせるということは違

うと考えております。そういうときくらいは「今日 30分遅れます」な

どと言ってほしいなと思います。立地についてはやはり医療の支援が

近くにないといけないというところで、病院の体制として本当は８時

半なのですが、８時からでいいですよと言っていただいているところ

ですのでこれが限界かなと思っております。ただ、川を越えて国道８

号線を越えてというところで、なかなか立地としては使いにくさはあ

ると思いますが、何もなかった時に比べれば、最後の砦としてこうい

う施設があるということは大事なことだと思いますし、年間を通すと

いつこういうことになるかがわからないということの中で、もう１箇

所をどこかに、ということは現実的ではないのかなと考えます。やは

り今ある施設を上手に使っていただくことで、全ての皆さんが思うよ

うなことにはなかなかなりませんので、やはりそういうときくらいは

遅れて行くというような風潮になれば良いと思っています。 

 

事業者側の意見になりますが、自分のところでもお子さんの具合が

悪いときに家庭で看ることができないという方がいらっしゃいます

が、その際にはお子さんを看ることを優先させています。ただ、今は

そのような対応ができる事業所はあまりないと感じています。まだま

だ啓発活動や支援が必要だと思います。 

 

企業側の貴重な御意見ありがとうございます。 

今ほどの件では、そもそも保護者自身が「子どもを看たい」という

気持ちでいることが重要だと思います。 

少し心配なのが、病児・病後児保育施設を利用しなかった理由の中

に、「具合の悪い子どもと長く一緒にいると自分自身がイライラしてし

まう」といった内容の回答もあるということです。現在では子ども１
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人を２人の親で見ることができなくなってきていると感じます。その

あたりにもっとアプローチをしていければと思っております。 

 

今は地域で孤立している親が結構いらっしゃると思います。子育て

等で何か悩み事があったときに地域で声を掛け合えることができるよ

うな環境が理想ですが、少しでも、例えば１時間でも２時間でも子ど

もを見てもらえるような関係づくりができればいいなと思っていま

す。今は皆さん余裕がないので、そういった方たちを地域で見守るこ

とができるような環境づくりを目指していければと思います。 

 

最後の引きこもりについてですが、母数に対して該当者の割合が多

いと感じます。これが現実なのでしょうか。 

 

母数が少ないということや、調査の実施方法にもう少し検討の余地

があったと思いますが、少なくとも１人は今すぐにでも対応が必要な

方でした。青少年相談ということで青少年育成センターでも実施して

おりますし、訪問するようにもなってきておりますけれども、もう少

し、この取組みが皆様に届けばと思っております。 

ただ、こういった方を見つけるということは、砂浜の中でダイヤを

探すようなものでありまして、昨年から言われておりますが、私もか

なり訪問する高校を増やして PRをしているところではありますし、そ

れなりの手ごたえはあります。引きこもりの方の相談については、家

庭訪問を行っての相談を平成 27年度から行うようになりましたが、今

までは相談をした後からサポートステーションでの就労相談までの間

の支援がありませんでした。相談をして「外に出て来い」と言ったと

ころで、出てくる居場所が一体どこにあるのかという状況でしたが、

今年度ものづくり学校の中にできましたので、ようやく少しずつつな

がるようになってきたと思います。相談だけではなく、一歩出てこよ

うと思ったときに居場所があるという状態をやっと作ることができま

したので、今後は相談の意味合いも大きく違ってくると思います。 

 

今回のアンケート調査にはなかった 25 歳より上の世代の引きこも

りの方についても今後把握できればと思います。 

 

補足になりますが、先ほどのアンケート調査結果のまとめと考察の

中で、『子育てを負担と感じる』割合についてお伝えしましたが、その

割合については“そう思わない”割合となります。負担と感じている

人の割合につきましては、就学前児童が 26.2％、小学生が 19.6％、中

学生が 14.5％となります。 

 

アンケート調査の結果について、先ほど栗林課長の方からお話にも

あったように「子どもと一緒にいるとイライラしてしまう」などとい

う意見はおそらく少数派だとは思いますが、支援を求められる母親と
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求められない母親がいると思います。周りがサポートしてあげないと、

例えば虐待などにつながってしまう人もいると思います。そういう少

数派、例えば障がいを持っていて、たびたび会社を休まないと保育が

できないとか、しょっちゅう病気になる場合だとやはり預け先が必要

になってくると思います。そういう少数派のもとに手が届くか届かな

いかというところは行政しかできないところだと思います。民間だと

儲からないのでできないところだと思います。そういうところを含め

て大衆意見を聞きながら、少数派にも目を配っていただけると良いと

思います。 

 

児童クラブについてお聞きします。嵐南児童クラブは狭いところに

子どもたちがぎゅうぎゅうに押し込められている状態、体育館につい

ても、空気の入っていないボールが一つあるだけで、誰も遊ばなくな

り部屋ですることもなく過ごしているという話を複数の人からお聞き

しました。児童クラブ内の環境整備というのは時々見直しなどを行っ

てもらえるものなのでしょうか。 

 

嵐南児童クラブは現在５つのクラスに分かれておりますが、市内で

は入会しているお子さんが一番多いところになります。児童クラブに

入会するにあたっては、小学校４年生までで、お子さんが帰宅しても

親御さんの就労により保育ができないという要件に当てはまれば、 

人数が多くてもお受けするようにしております。例えばお子さんにと

って良い環境ということであれば、職員の数に対する適正な子どもの

数、空間という意味での過ごしやすい環境を与えられればいいのです

が、現状として入会を希望するお子さんが多く、かといって入会条件

を厳しくして小学３年生までにするとかですが、困る親御さんが多い

と思います。それと、嵐南小学校と第一中学校が一体となっている関

係で、部活動により体育館が使えないということがあります。ただ、

児童クラブというのは学校あっての場所ですし、児童クラブを新たな

ところに開設するかというと財政的な問題があります。お子さんを違

うところに移動して過ごさせるのもどうなのか、という意見もあり、

なかなか今すぐ環境整備ということが難しくなっております。 

 

一中一体校を作る時には、このくらいの子どもたちが利用するだろ

うと予測をして整備をしましたが、すでに予想を上回りあふれている

という状況がここ何年かありましたので、本来は地域交流で使用する

部屋を使わせていただいております。子どもたちの全体数に対しての

ニーズは高くなってきておりますが、これから子どもの数は減ってく

るということの中で、これ以上スペースを拡げるという方向感を個人

的には持っておりません。そうは言っても当初よりかなり拡げてきて

いるところでありますので、思い切り自由に遊べる時間を過ごせると

いうことは難しいかもしれませんが、宿題をする時間とか、遊ぶ時間

だとか、工夫をしながら時間と場所を使っていますのでこれからも工
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夫を重ねていきたいと思っております。 

 

学校の放課後の開放が今年度から始まったということで、私も携わ

らせてもらっています。放課後こども教室に来る子どもたちは児童ク

ラブには行かないことが原則で、学校が終わって、放課後こども教室

で宿題をやってそれから体育館で遊ぶという流れができて、開放して

いただいたことは素晴らしいことだなと思いまして触れさせていただ

きました。 

 

まだまだ議論が尽きないところではありますが、時間が迫って参り

ましたので、今回の会議は終了とさせていただきたいと思います。膨

大な資料となりますので、先ほど事務局の方からもありましたが、後々

御意見御感想があればお寄せくださいということでしたので、ぜひお

声を聞かせていただければと思います。 

最後にその他ということで事務局から何かありますでしょうか。 

 

本日は様々な御意見を頂戴いたしまして大変ありがとうございまし

た。今ほど真壁委員長からお話がありましたように、アンケート調査

資料は膨大でありますし、読み取るのにも、そうなのかそうじゃない

のかというところで非常に紛らわしくなっておりますけれども、本日

御説明をさせていただいた以外でも様々なことがあると思います。御

質問御意見ありましたら８月９日（金）を目途に事務局までお寄せい

ただければと思います。メール、FAX 等でも結構でございますので、

お気づきの点につきましてお寄せいただけたらと思います。 

また、次回の開催につきましては真壁委員長と相談させていただい

た中で、後日御案内をさせていただきたいと思っておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

今ほど事務局より説明がありましたけれども、次回の開催について

は後日御案内があるということですので、よろしくお願いいたします。 

以上で第２回三条市こども未来委員会は閉会いたします。御協力あ

りがとうございました。 
  


